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令和６年度予算編成に関する基本方針について（依命通達） 

  

日本社会、そして区政も今、時代の大きな転換期の真っただ中にある。 

令和 2年に国内で初めて発生した新型コロナウイルス感染症は、未だ完全に終息を向

かえてはいないものの、当初から状況は大きく変化し、感染状況を注視しつつも、平時

に近づきつつある。しかしながら、コロナ禍の 3年間を経て、人々の暮らしや価値観は

一層多様化し、デジタル化が急速に進展するなど、区政を取り巻く環境に大きな変化が

生じている。そうした中にあって、子育て、教育、福祉、街づくり、行政のあり方自体

も含め、区政を、時代や社会のニーズにあわせて機動的に変革し、様々な変化を捉えた

施策を展開する必要に迫られている。 

 日本経済においては、ロシアによるウクライナ侵略が長期化し、また、欧米各国にお

ける政策金利の引き上げは、金融市場の不安定化にもつながっている。この長期化・不

安定化による影響は国内においても深刻であり、エネルギー価格や原材料高、さらには

円安の要素が加わり、価格上昇の圧力が長期間にわたって続く可能性がある。このよう

な物価高騰が、区民生活や区内経済に大きな影響を与えるなど、今後の区の財政環境の 

先行きを見通すことが困難な中にあっても、「区民の幸福（しあわせ）」の実現につなが

る施策を積極果敢に講じていくことが重要である。 

さらに、国内においては、出生率の減少や賃金の上昇といった人口と労働力の変化が

加速している。政府は「経済財政運営と改革の基本方針2023」において、経済の付加価

値を高めることによる成長と分配の好循環を促すとともに、未来への投資としてこど

も・子育て政策を中心に掲げていることは、地域社会の持続可能性を確保するためにも、



 

極めて重要であり、区においても、国や都との適切な役割分担の下、真に実効性のある

取組を積極的に講じていかなければならない。 

 また、社会に目を向けると、さらなる進展が見られるデジタル化とイノベーションの

領域において、革新的な取り組みと技術の導入について重要性が増している。ＤＸを 

加速化することで業務の効率化や効果的なサービスの提供が実現でき、加えて、職員の

生産性向上や業務負荷の軽減にもつながる。さらに、データ分析や人工知能の活用によ

り、これまで以上に効果的な意思決定や予測が可能となり、地域のニーズに合わせた個

別化されたサービスの提供が容易になる。区においても、ＩＴ知識の習得・向上やこれ

らの技術を積極的に取り入れ、効率的な行政運営と区民満足度の向上につなげていかな

ければならない。 

区はこれまで、不断の行財政改革により健全財政を確立し、様々な先進的な施策に取

り組んできた。しかしながら、これまでとは次元の違う、時代の大きな転換期を迎えて

おり、区民の幸福（しあわせ）、すなわちウェルビーイングを基軸に据え、適切なリソー

ス配分とさらなるスピード感をもった政策展開が欠かせない状況にある。 

あわせて、令和6年度予算編成過程においては、政策評価・事業評価の取り組みを一

体的に反映させるため、これまで以上に事業の実効性と効率性に対する分析を行う必要

がある。 

よって、各部局においては、 

第一に、子ども、現役世代、高齢者、障害者など、誰もが生きがいを感じ、自分らし

く暮らしていける品川区を目指す。そのために、現在および未来においても、区民の誰

もが幸福を実感できることを念頭においた施策を展開すること。 

第二に、全ての職員の知恵と能力を活かすため、職員事業提案制度を実施する。提案

された事業については、関係する全ての部署が提案内容と現行の課題や既存事業との関

係等を勘案し、新たな施策として実施の検討をすること。 

第三に、経済状況の不透明さや物価の高騰を踏まえるとともに、事務事業評価により

見直すべき事業を確実に検証し、無駄を排除するよう努めること。あわせて、実施計画

やＳＤＧｓの推進を確実に進めるため、さらなる課題解決に邁進し、歳出と歳入の双方

において、努力と工夫を凝らした予算編成を行うこと。 



 

以上の基本方針を踏まえ、下記事項に留意して令和 6年度の予算の編成にあたられた

い。 

この旨、命により通達する。 

 

記 

 

１ 全般的事項 

予算編成にあたっては、年間予算を的確に見積もり、限られた財源の中で区民の

ウェルビーイング（幸福）を意識し、重点施策が着実に実施できるよう、各部局に

おいては、区長の指示事項を踏まえ、既存事業の内容・実施方法などの見直しの徹

底を図る等、主体性を発揮し取り組むこと。 

⑴ 基本方針について 

前文に掲げる３つの基本方針に基づいた、大胆かつ進取的な取り組みについて 

積極的に予算要求を行うこと。 

⑵ 指摘・要望事項について 

これまでの議会審議、監査の指摘事項および区民要望に十分留意し、これらを踏

まえた予算要求を行うこと。 

⑶ 事務事業運営の効率化について 

品川区DX推進基本方針に基づき、行政手続きのオンライン化やＡＩ（人工知能）、

ＲＰＡ（ロボットによる業務自動化）などのデジタル技術の活用および民間活力の

導入の検討を積極的に行うとともに、新庁舎への移転を見据えた業務改善を順次検

討すること。また、施設整備や施設運営については、コストの最小化に努めるとと

もに、節電をはじめとする省エネに配慮した工夫を心がけること。 

⑷ 職員定数の適正化および長時間労働の抑制について 

 ① 「しながわ～く」基本方針に基づき、事業のスクラップアンドビルド、業務の

効率化等に努め、真に職員が行うべき業務を明確にし、職員定数の適正化を図る

こと。 

 ② 公務能率を高め、短時間で成果を上げるよう、勤務時間に対する意識を改革し、



 

長時間労働の抑制に取り組むこと。 

⑸  障害者活躍の推進について 

① 「品川区における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」に基づき、障害

者が就労する施設等が供給する物品や役務の活用を検討すること。 

② 「品川区職員障害者活躍推進計画」に基づき、令和4年度に各課等で行っている

印刷・封入等の軽作業を引き受ける「業務支援室」を設置した。障害者活躍の推

進を図るため、積極的に「業務支援室」を活用すること。 

⑹ ジェンダー平等の視点に基づいた施策推進 

① 性別等にかかわりなく、区民一人ひとりがそれぞれの意思・能力を発揮して、 

あらゆる分野での参画・活躍をなお一層推進していくための施策を展開すること。 

  ② 会議・審議会等における女性委員の登用を推進（委員構成を男女いずれの性も

40%以上を目標）し、あらゆる分野において男女共同参画を図っていくこと。 

⑺ 経常的事務事業について 

経常的経費については、引き続き部局編成枠方式による編成とし、各部局長は、 

事業執行の効率化の観点から、自主的な工夫を反映させること。また、既存事務事

業の見直しを徹底するとともに、これまで以上に部内の調整を図ること。 

 

２ 歳入に関する事項 

⑴ 区税収入について 

一般財源に占める重要性を認識のうえ、経済情勢や税制改正等を十分見極め、的

確な年間収入を見込むこと。 

⑵ 国・都支出金について 

① 補助制度を最大限に活用することはもとより、補助制度の創設や組替えなど、

国・都の動向に十分留意すること。 

② 超過負担の原因となっている補助基準（単価・規模等）の改善を要望するなど、

積極的な財源確保に努めること。 

⑶ 基金について 

積極的な施策展開を行う事業については、充当可能な基金の活用を図ること。 



 

⑷ 起債について 

区債発行については、将来負担等を勘案し、慎重に行うこと。 

⑸ 使用料および手数料について 

各施設使用料等について、受益者負担の考えを踏まえ、適正化を検討すること。 

⑹ その他の収入について 

各種団体が行っている助成制度の情報収集に努め、積極的に活用するとともに、 

  クラウドファンディングやネーミングライツ等の活用を検討し、より一層の税外収

入の確保に努めること。また、有効活用が困難な公有財産は、早期の処分に努める

こと。 

 

３ 歳出に関する事項 

⑴  既存の事務事業について 

事務事業評価による見直しを徹底し、効果やニーズの低くなった事業、多額の不

用額が生じている事業は、ゼロベースの視点から縮減・廃止すること。 

 ⑵ 各種委託経費の適正化について 

   委託業務については、仕様内容が適正なものであるかを再度確認し、改めて、真

に職員が実施すべき業務と委託化がふさわしい業務とを精査のうえ不断の見直しを

行い、必要最小限とすること。 

⑶ 啓発物品・印刷経費の適正化について 

  啓発物品・印刷物の作製・購入にあたっては、費用対効果など必要性を精査し、

必要最小限のものとすること。また、印刷物については目的に応じてＷＥＢサイト

やＳＮＳなどデジタル媒体を活用し、ＳＤＧｓの観点からも紙媒体の縮減を図るこ

と。 

⑷ 合理的配慮（障害者差別解消法）について 

  障害のある人への合理的配慮の提供にあたり、現状の運用や実施手法等を再検討

し、サービスの見直し・向上を図ること。 

⑸ ゼロカーボンシティしながわ宣言の実現に向けて 

2030 年度のカーボンハーフ、2050 年度のゼロカーボン達成に向けて、「品川区環



 

境基本計画」および「品川区職員環境行動計画」に基づき、低炭素電力会社への切

り替えや施設・設備の省エネルギー化、使い捨てプラスチック製品の使用削減等を

図り、二酸化炭素排出量の削減に取り組むこと。 

また、「品川区公共建築物等における木材利用推進方針」に基づき、多摩産材およ

び協定締結自治体の産材を積極的に利用し、木材利用の推進に努めること。 

⑹ 施設・設備の大規模改修について 

老朽度や耐震性、安全性等の状況を的確に把握するとともに、区民・利用者への

影響や利便性の向上を考慮し、時機を逸することなく必要な経費を要求すること。

その際、中長期改修計画を踏まえ、二重投資とならないよう注意するとともに、建

物で消費するエネルギーを大幅に削減したネット・ゼロ・エネルギー・ビル（以下、

ＺＥＢという。）化を推進すること。 

⑺ 施設の新築、改築について 

機能・維持管理の効率性および省エネに留意し、コストの低減を図るため標準的

な仕様として過大な投資を避けるとともに、民間の資金、ノウハウを活用し、整備

後の運営経費についても十分に検討すること。なお、整備する際は、ＺＥＢ化を推

進すること。 

また、施設の廃止に伴う跡地の利用計画は、早期に検討を進めること。 

⑻ 公共工事設計労務単価について 

  設計・工事費の積算にあたっては、労務単価の改定を適切に反映すること。  

⑼ 用地取得について 

① 公示価格、基準地標準価格、売買実例等を参考に、土地利用計画、取得時期、

借上げ等を含め十分に検討して要求すること。 

② 事業に必要な用地においては、適地が出るのを待つのではなく、民有地も含め

て積極的に情報収集を行うこと。 

⑽  各種団体等に対する補助金について 

補助基準の明確化を図るとともに、補助の必要性および効果を十分に検証し、効

果が薄れたものは、積極的に整理縮小に努めること。 


